
社会福祉法人新会計基準の適用について（平成２６年度から） 

 

 

 国により社会福祉法人の新会計基準が制定され，平成 24 年度からの移行期間

を経て，平成 27 年度には，すべての社会福祉法人が新会計基準に移行するもの

とされている。 

 福岡市社会福祉事業団は，平成26年度から新会計基準に移行することとした。 

 

（平成２５年度まで） 

１ 社会福祉法人が行う各事業の会計基準が統一されていなかったため， 

それぞれの会計基準に従い４種類の会計区分を設け，さらに事業ごとに経理区

分を設けていた。 

① 一般会計      （社会福祉事業） 

② 就労支援施設会計  （社会福祉事業） 

③ 研究基金特別会計  （公益事業） 

④ 団体保険取扱特別会計（収益事業）  

 

２ 計算書類の作成（決算時） 

各会計ごとに，資金収支計算書，事業活動収支計算書，貸借対照表，各種明

細書を作成するとともに，法人全体の財産目録を作成していた。 

 

  

新会計基準 

（簡素で分かりやすい会計基準へ） 

    

 

 

（平成２６年度から） 

１ 社会福祉法人が行う各事業の会計基準が統一されたため，会計を一本化し

た。 

一本化した会計には，事業区分（社会福祉事業，公益事業，収益事業） 

を設け，さらに拠点区分，サービス区分を設けた。 

 

２ 財務諸表等の作成（決算時） 

  資金収支計算書，事業活動計算書，貸借対照表，財産目録等を作成する。 

     

 

【別紙１】



Ｅ事業

Ａ拠点 Ｂ拠点

サービス区分

拠点区分

Ａ事業 Ｂ事業 Ｃ事業 Ｄ事業

社会福祉法人

公益事業

会計単位

経理区分

事業区分

◆　新基準

社会福祉事業

Ａ事業 Ｂ事業 Ｃ事業 Ｄ事業

収益事業

Ｅ事業

収益事業社会福祉事業 公益事業

◆　旧基準

社会福祉法人




